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 議案第１８号 

 

 

平成３１年度能美市一般会計予算 

 

 

平成３１年度能美市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２２，５００，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

  （債務負担行為） 

 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度

額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

  （地方債） 

 第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、「第３表 地方債」による。 

 

  （一時借入金） 

 第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２，０００，０００千円と定める。 

（能美市一般会計） 
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  （歳出予算の流用） 

 第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 

     平成３１年２月２７日提出 

 

 

 

                                   能美市長 井 出 敏 朗 

 

 

（能美市一般会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 市 税 ８，０４８，０００

1 市 民 税 ３，４２６，７００

2 固定資産税 ３，６１７，５００

3 軽自動車税 １２８，８００

4 市たばこ税 ２９６，０００

5 入 湯 税 ７，５００

6 都市計画税 ５７１，５００

2 地方譲与税 １８８，９７２

1 地方揮発油譲与税 ５５，０００

2 自動車重量譲与税 １３０，０００

3 森林環境譲与税 ３，９７２

3 利子割交付金 １２，０００

1 利子割交付金 １２，０００

4 配当割交付金 ２０，０００

1 配当割交付金 ２０，０００

5 株式等譲渡所得割交付金 ２５，０００

1 株式等譲渡所得割交付金 ２５，０００
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

6 地方消費税交付金 ９１０，０００

1 地方消費税交付金 ９１０，０００

7 ゴルフ場利用税交付金 ３０，０００

1 ゴルフ場利用税交付金 ３０，０００

8 自動車取得税交付金 ３１，０００

1 自動車取得税交付金 ３１，０００

9 環境性能割交付金 １２，０００

1 環境性能割交付金 １２，０００

10 地方特例交付金 １３９，０００

1 地方特例交付金 ５１，０００

2 子ども・子育て支援臨時交付金 ８８，０００

11 地方交付税 ４，１３０，０００

1 地方交付税 ４，１３０，０００

12 交通安全対策特別交付金 ４，０００

1 交通安全対策特別交付金 ４，０００

13 分担金及び負担金 ３８０，０３９

1 分 担 金 ５，９２５
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

2 負 担 金 ３７４，１１４

14 使用料及び手数料 ２９１，３２８

1 使 用 料 １９８，３９４

2 手 数 料 ９２，９３４

15 国庫支出金 ２，２８２，８９５

1 国庫負担金 １，５１９，５９３

2 国庫補助金 ７５１，７５４

3 国庫委託金 １１，５４８

16 県 支 出 金 １，０５１，７４５

1 県 負 担 金 ６３７，９０３

2 県 補 助 金 ２８３，３２５

3 県 委 託 金 １３０，５１７

17 財 産 収 入 ９５，６８０

1 財産運用収入 １８，１８７

2 財産売払収入 ７７，４９３

18 寄 附 金 ４１，８６９

1 寄 附 金 ４１，８６９
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

19 繰 入 金 １，６８２，３７５

1 基金繰入金 １，６８０，３８９

2 特別会計繰入金 １，９８６

20 繰 越 金 ５０，０００

1 繰 越 金 ５０，０００

21 諸 収 入 ３２３，８９７

1 延滞金、加算金及び過料 ２

2 預 金 利 子 ５００

3 貸付金元利収入 ５３，１４３

4 受託事業収入 １７，６５４

5 雑 入 ２５２，５９８

22 市 債 ２，７５０，２００

1 市 債 ２，７５０，２００

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２２，５００，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 議 会 費 ２１１，７６８

1 議 会 費 ２１１，７６８

2 総 務 費 ２，００８，７０９

1 総務管理費 １，６２５，６３１

2 徴 税 費 ２６１，４２１

3 戸籍住民基本台帳費 ６６，４８９

4 選 挙 費 ３３，４１５

5 統計調査費 ５，０９７

6 監査委員費 １６，６５６

3 民 生 費 ７，６７８，９９２

1 社会福祉費 ３，３２４，０５９

2 児童福祉費 ４，０７５，８８４

3 生活保護費 ２７９，００９

4 災害救助費 ４０

4 衛 生 費 １，７６７，３６０

1 保健衛生費 １，０１５，９４０

2 環境衛生費 ２３９，６７１
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

3 清 掃 費 ５１１，７４９

5 労 働 費 ２４，７１０

1 労 働 諸 費 ２４，７１０

6 農林水産業費 ４３３，５５４

1 農 業 費 ３６９，２９８

2 林 業 費 ６３，７８９

3 水 産 業 費 ４６７

7 商 工 費 ５６９，３６４

1 商 工 費 ５６９，３６４

8 土 木 費 ２，３０５，３７６

1 土木管理費 １４６，１１１

2 道路橋りょう費 １，０３８，９１９

3 河 川 費 １２，８７４

4 都市計画費 １，０６１，６２３

5 住 宅 費 ４５，８４９

9 消 防 費 ９５３，０６２

1 消 防 費 ９５３，０６２
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

10 教 育 費 ３，６６１，２４８

1 教育総務費 ３５７，３６７

2 小 学 校 費 ４８０，１７５

3 中 学 校 費 １３６，４６２

4 社会教育費 ２，１０４，１７３

5 保健体育費 ５８３，０７１

11 災害復旧費 ２５０

1 災害復旧費 ２５０

12 公 債 費 ２，７９６，６５７

1 公 債 費 ２，７９６，６５７

13 諸 支 出 金 ６８，９５０

1 基 金 費 ６８，９５０

14 予 備 費 ２０，０００

1 予 備 費 ２０，０００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２２，５００，０００
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能美市土地開発公社に対する債務保証 平成３１年度

金融機関が能美市土地開発公社に事業資金４０億円
を貸し付けたことに係る債務保証については、支払
い完了までの期間に対し年利５％以内の割合で算定
される利子相当額を加算した額を限度とする。

第 ２ 表　債 務 負 担 行 為

事　　　　　項 期　間 限　度　額
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円

公共事業等 219,600

学校教育施設等整備事業 100,000

一般補助施設整備等事業 39,700

施設整備事業（一般財源化分） 36,300

地域活性化事業　 212,000

防災対策事業 3,000

緊急自然災害防止対策事業 85,200

合併特例事業 44,900

緊急防災・減災事業　 70,400

公共施設等適正管理推進事業 1,239,100

臨時財政対策債 700,000

計 2,750,200

第 ３ 表　地　　方　　債

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内（た
だし、利率見直し
方式で借り入れる
場合は、当該見直
し後の利率）

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合に
は、その債権者と協定するものと
する。ただし、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期間を短縮
し、もしくは繰上償還又は低利債
に借換することができる。
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 議案第１９号 

 

平成３１年度能美市国民健康保険特別会計予算 

 

 

平成３１年度能美市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，５８８，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

  （一時借入金） 

 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００

千円と定める。 

 

  （歳出予算の流用） 

 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

     平成３１年２月２７日提出 

 

                                    能美市長 井 出 敏 朗  

 

（能美市国民健康保険特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 国民健康保険税 ９４７，８００

1 国民健康保険税 ９４７，８００

2 使用料及び手数料 １０

1 手 数 料 １０

3 県 支 出 金 ３，１８６，４５１

1 県負担金・補助金 ３，１８６，４５１

4 財 産 収 入 １，１８１

1 財産運用収入 １，１８１

5 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

6 繰 入 金 ４５１，３４９

1 一般会計繰入金 ３３５，６１２

2 基金繰入金 １１５，７３７

7 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

8 諸 収 入 １，１８９

1 延滞金加算金及び過料 １，０４０
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

2 預 金 利 子 １０

3 雑 入 １３９

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，５８８，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ６６，３９７

1 総務管理費 ５７，０７０

2 徴 収 費 ９，１０７

3 運営協議会費 ２２０

2 保険給付費 ３，１２５，５１３

1 療 養 諸 費 ２，７１４，７４７

2 高額療養費 ３９６，６００

3 移 送 費 ６０

4 出産育児諸費 １０，５０６

5 葬 祭 諸 費 ３，６００

3 国民健康保険事業費納付金 １，３３２，６８８

1 医療給付費分 ９６０，０１１

2 後期高齢者支援分 ２７８，８４０

3 介護納付金分 ９３，８３７

4 共同事業拠出金 １０

1 共同事業拠出金 １０

5 保健事業費 ５１，３８７
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保健事業費 １８，８４２

2 特定健康診査等事業費 ３２，５４５

6 基金積立金 １，１８１

1 基金積立金 １，１８１

7 公 債 費 ５００

1 公 債 費 ５００

8 諸 支 出 金 ９，３２４

1 償還金及び還付加算金 ４，６３８

2 繰 出 金 ４，６８６

9 予 備 費 １，０００

1 予 備 費 １，０００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，５８８，０００
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 議案第２０号 
 

平成３１年度能美市後期高齢者医療特別会計予算 

 
平成３１年度能美市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 
  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６０１，１００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 

  （一時借入金） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

３５，０００千円と定める。 
 
  （歳出予算の流用） 
 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 
（１）後期高齢者医療広域連合納付金の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項

の間の流用 
 
     平成３１年２月２７日提出 
 
                                     能美市長 井 出 敏 朗 
 

（能美市後期高齢者医療特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保 険 料 ４６９，２８５

1 後期高齢者医療保険料 ４６９，２８５

2 使用料及び手数料 ２０

1 手 数 料 ２０

3 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

4 繰 入 金 １３１，２７５

1 一般会計繰入金 １３１，２７５

5 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

6 諸 収 入 ５００

1 延滞金及び過料 ２０

2 償還金及び還付加算金 ４５０

3 雑 入 ３０

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ６０１，１００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 １０，５０５

1 総務管理費 ６４４

2 徴 収 費 ９，８６１

2 後期高齢者医療広域連合納付金 ５９０，０８５

1 後期高齢者医療広域連合納付金 ５９０，０８５

3 諸 支 出 金 ４６０

1 償還金及び還付加算金 ４５０

2 繰 出 金 １０

4 予 備 費 ５０

1 予 備 費 ５０

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ６０１，１００

-  3  - (能美市後期高齢者医療特別会計) 
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 議案第２１号 

 

平成３１年度能美市介護保険特別会計予算 

 

平成３１年度能美市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，２６９，４００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

  （一時借入金） 

 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、  

３００，０００千円と定める。 

 

  （歳出予算の流用） 

 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

     平成３１年２月２７日提出 

                          

                               能美市長 井 出 敏 朗 

（能美市介護保険特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保 険 料 １，０２８，８７６

1 介護保険料 １，０２８，８７６

2 使用料及び手数料 １０

1 手 数 料 １０

3 国庫支出金 ８９５，６１８

1 国庫負担金 ７１６，３６０

2 国庫補助金 １７９，２５８

4 支払基金交付金 １，１０６，１５０

1 支払基金交付金 １，１０６，１５０

5 県 支 出 金 ６１７，０９７

1 県 負 担 金 ５８６，９１０

2 県 補 助 金 ３０，１８７

6 財 産 収 入 １０

1 財産運用収入 １０

7 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

8 繰 入 金 ６２１，４７８

- 2  - (能美市介護保険特別会計)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 一般会計繰入金 ６２１，４７８

9 繰 越 金 ３０

1 繰 越 金 ３０

10 諸 収 入 １２１

1 延滞金、加算金及び過料 ３０

2 預 金 利 子 １０

3 受託事業収入 １０

4 雑 入 ７１

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，２６９，４００

- 3  - (能美市介護保険特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ７０，８５６

1 総務管理費 ３６，６５６

2 徴 収 費 ４，９５１

3 介護認定審査会費 ２９，２４９

2 保険給付費 ４，０１０，０００

1 介護サービス等諸費 ３，７１８，８００

2 介護予防サービス等諸費 ８７，１００

3 その他諸費 ２，９００

4 高額介護サービス等費 ７２，３３０

5 高額医療合算介護サービス等費 １３，０７０

6 特定入所者介護サービス等費 １１５，８００

3 財政安定化基金拠出金 １０

1 財政安定化基金拠出金 １０

4 地域支援事業費 １８７，３００

1 介護予防・生活支援サービス事 ８６，８１６

業費

2 包括的支援事業・任意事業 １００，４８４

-  4  - (能美市介護保険特別会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

5 基金積立金 １０

1 基金積立金 １０

6 公 債 費 １００

1 公 債 費 １００

7 諸 支 出 金 ９２４

1 償還金及び還付加算金 ９２４

8 予 備 費 ２００

1 予 備 費 ２００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，２６９，４００

-  4  - (能美市介護保険特別会計) 

-  5  - (能美市介護保険特別会計) 
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 議案第２２号 

 

平成３１年度能美市温泉事業特別会計予算 

 

 

平成３１年度能美市の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７，１００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

  （一時借入金） 

 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００千円

と定める。 

 

     平成３１年２月２７日提出 

 

                                     能美市長 井 出 敏 朗 

（能美市温泉事業特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 使用料及び手数料 ８，４５７

1 使 用 料 ８，４５７

2 財 産 収 入 １４

1 財産運用収入 １４

3 繰 入 金 ５，１００

1 基金繰入金 ５，１００

4 繰 越 金 ３，５２９

1 繰 越 金 ３，５２９

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １７，１００

- 2  - (能美市温泉事業特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 温泉事業費 １７，０８６

1 温泉事業費 １７，０８６

2 諸 支 出 金 １４

1 基 金 費 １４

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １７，１００

-  3  - (能美市温泉事業特別会計) 



   - 1 - 

議案第２３号 

 

平成３１年度能美市農業集落排水事業特別会計予算 

 

 

平成３１年度能美市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０６，３００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 

  （一時借入金） 

 第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４０，０００千円と定める。 

 

 

     平成３１年２月２７日提出 

 

                                   能美市長 井 出 敏 朗 

（能美市農業集落排水事業特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 分担金及び負担金 ３０１

1 分 担 金 ３００

2 負 担 金 １

2 使用料及び手数料 ２７，０２１

1 使 用 料 ２７，０２０

2 手 数 料 １

3 県 支 出 金 ４，１００

1 県 補 助 金 ４，１００

4 財 産 収 入 ５０

1 財産運用収入 ５０

5 繰 入 金 ４２，５００

1 一般会計繰入金 ４０，２４２

2 基金繰入金 ２，２５８

6 繰 越 金 ６２８

1 繰 越 金 ６２８

7 市 債 ３１，７００

1 市 債 ３１，７００

-  2  - (能美市農業集落排水事業特別会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １０６，３００

-  3  - (能美市農業集落排水事業特別会計) 



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 事 業 費 ５０，１８６

1 事 業 費 ５０，１８６

2 公 債 費 ５６，０６４

1 公 債 費 ５６，０６４

3 諸 支 出 金 ５０

1 基 金 費 ５０

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １０６，３００

-  4  - (能美市農業集落排水事業特別会計) 



起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円

農業集落排水事業債 12,700

下水道資本費平準化債 19,000

計 31,700

第　２　表　　地　方　債

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融資
条件により、銀行その他の場合
には、その債権者と協定するも
のとする。ただし、市財政の都
合により据置期間及び償還期間
を短縮し、もしくは繰上償還又
は低利債に借換することができ
る。

- 5 -
（能美市農業集落排水事業特別会計）



　（総　則）

　（業務の予定量）
業務の予定量は、次のとおりとする。
給水戸数
年間総配水量
一日平均配水量
主要な建設改良事業
１. 配水施設拡張事業
２. 配水管改良事業
３. 施設改良事業
４. 営業設備費
５. 固定資産購入費

　（収益的収入及び支出）
収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款
　　第１項
　　第２項

　第１款
　　第１項
　　第２項
　　第３項 ４００千円

平成３１年度能美市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　　議案第２４号

営 業 外 費 用

９３２,４００千円

特 別 損 失
９４,８１０千円

平 成 ３１ 年 度 能 美 市 水 道 事 業 会 計 予 算

２２０,９００千円

第１条

第２条

第３条

　収　　　　　入
水 道 事 業 収 益

営 業 収 益
営 業 外 収 益

１９,７１０㎥

８５４,０００千円

 (１)
７,２１４,２００㎥

１９,５６６戸

１,０７４,９００千円

　支　　　　　出

８３７,１９０千円

 (２)
 (３)
 (４)

水 道 事 業 費 用
営 業 費 用

－ 1 － （能美市水道事業会計）



　（資本的収入及び支出）
資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

　 ４００，１００千円は、過年度分損益勘定留保資金１２３，７０７千円、当年度分損益勘定留保資金２３１，
　 ８６９千円、当年度分消費税資本的収支調整額４４，５２４千円で補填するものとする。）。

　第１款
　　第１項
　　第２項
　　第３項

　第１款
　　第１項
　　第２項

　（企業債）
起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）
予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

　第１款水道事業費用のうち第１項営業費用、第２項営業外費用、第３項特別損失に係る予算額に過不
足を生じた場合における項間の流用。

施 設 改 良 事 業

起債の目的
　政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
には、その債権者と協
定するものとする。た
だし、市財政の都合に
より据置期間及び償還
期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債
に借換することができ
る。

６９５,５００千円
３５７,１００千円
３３８,４００千円

利率
　年５.０％以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
場合は、当該見直し
後の利率）

２９５,４００千円
　収　　　　　入

資 本 的 収 入

１６５,８００千円

企 業 債

第４条

第５条

企業債償還金

１７０,９００千円
１０４,９００千円

１９,６００千円
工 事 負 担 金
分 担 金

５,１００千円

配 水 管 改 良 事 業

第６条

 (１)

　支　　　　　出
資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

償還の方法起債の方法
　普通賃借又は証書
借入
　借入時期は平成３
１年度とする。ただ
し、工事の進捗状況
等により起債の全部
又は一部を翌年度に
繰り越して借り入れ
ることができる。

限度額

－ 2 － （能美市水道事業会計）



　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費を

　 その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　職員給与費

　（たな卸資産の購入限度額）
たな卸資産の購入限度額は、１５，０００千円と定める。

　（他会計からの補助金）
水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１０２，４００千円と定める。

　（重要な資産の取得）
第１０条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

取得する資産 　　種　類 　　名　称 　　数　量

１. 配水施設拡張事業 構築物 配水管 φ150　　 Ｌ＝1,350.0ｍ

２. 配水管改良事業 　〃 　〃 φ50～100 Ｌ＝  952.0ｍ

　　　　〃 　〃 　〃 φ150　　 Ｌ＝   12.0ｍ

　　　　〃 　〃 　〃 φ300　　 Ｌ＝  280.0ｍ

３. 施設改良事業 機械及び装置 配水施設 残留塩素計、投込式水位計

４. 営業設備費 　〃 メーター 　　　　 一式

　　　　〃 器具及び備品 検針用ﾊﾝﾃﾞｨｰﾀｰﾐﾅﾙ 　　　　３０台

５. 固定資産購入費 その他無形固定資産 水道料金システム 　　　　 一式

処分する資産 　　種　類 　　名　称 　　数　量

構築物 配水管 φ50～100 Ｌ＝ 952.0ｍ
　〃 　〃 φ150　　 Ｌ＝  12.0ｍ
　〃 　〃 φ300　　 Ｌ＝ 280.0ｍ
機械及び装置 配水施設 残留塩素計、投込式水位計
　〃 メーター 　   Ｎ＝1,628個

平成３１年２月２７日提出

　能美市長　井　出　敏　朗　　

 (１)

 (２)

第９条

第８条

 (１)

第７条

５８,９０９千円

－ 3 － （能美市水道事業会計）



－1－ 　(能美市工業用水道事業会計)

 （総　則）
第１条

 （業務の予定量）
第２条 　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水事業所数　 １１社

(2) 年間総給水量　 辰口寺井地区工業用水道 １５,６７３,８００㎥
根上地区工業用水道 ３,９２４,０００㎥

(3) 一日平均給水量　 辰口寺井地区工業用水道 ４２,８２５㎥
根上地区工業用水道 １０,７２１㎥

(4) 主要な建設改良工事 辰口寺井地区工業用水道事業施設改良事業
根上地区工業用水道事業施設改良事業

 （収益的収入及び支出）
第３条 　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

辰口寺井地区工業用水道事業収益　　　　　　　　　　 ３７２,２００千円
３０７,４８０千円

６４,７２０千円

根上地区工業用水道事業収益　　　　　　　　　　　　　 １１６,５００千円
１１６,１１０千円

３９０千円

辰口寺井地区工業用水道事業費用　　　　　　　　　　　 ３１３,８００千円
２８２,８７０千円

３０,９３０千円

議案第２５号

平成３１年度能美市工業用水道事業会計予算

  平成３１年度能美市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

 収　　　　入
第１款

第１項 営 業 収 益

 支　　　　出

第２項 営 業 外 収 益

第２款
第１項 営 業 収 益

第２項 営 業 外 収 益

第１款
第１項 営 業 費 用
第２項 営 業 外 費 用



－2－ 　(能美市工業用水道事業会計)

根上地区工業用水道事業費用　　　　　　　　　　 ９８,０００千円
７７,１７０千円
２０,８３０千円

 （資本的収入及び支出）
第４条

辰口寺井地区工業用水道事業資本的収入 ２６５,９００千円
２６５,９００千円

根上地区工業用水道事業資本的収入 ９６,５５０千円
９６,５５０千円

辰口寺井地区工業用水道事業資本的支出　　　　　　　　　　　 ３４２,８００千円
２６６,４００千円

７６,４００千円

根上地区工業用水道事業資本的支出 １７１,１００千円
１０７,７００千円

６３,４００千円

　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。　（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額
１５１，４５０千円は、過年度分損益勘定留保資金１１１，７４８千円、当年度分損益勘定留保資金６，３２０千
円及び当年度分消費税資本的収支調整額３３，３８２千円で補填するものとする。）

 収　　　　入
第１款

第２款
第１項 営 業 費 用
第２項 営 業 外 費 用

第１項 工 事 負 担 金

第１項 企 業 債

第２款

第１項 建 設 改 良 費
第２項 企 業 債 償 還 金

第２款

 支　　　　出
第１款

第１項 建 設 改 良 費
第２項 企 業 債 償 還 金



－3－ 　(能美市工業用水道事業会計)

 （企業債）
第５条 　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

 （一時借入金）
第６条 　一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。

 （予定支出の各項の経費の金額の流用）
第７条 　予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第８条

(1) 職員給与費　　　　　 ２４,５３９千円

限 度 額 起債の方法 利 率

　第１款辰口寺井地区工業用水道事業費用及び第２款根上地区工業用水道事業費用のうち第１項営業費用、第２項
営業外費用に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用。

　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額を
その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

償還の方法

辰口寺井地区工業用
水道事業施設改良事
業

２６５，９００千円

普通賃借又は証書借入 年５．０％以内
　政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の場
合には、その債権者と協定する
ものとする。ただし、市財政の
都合により据置期間及び償還期
間を短縮し、もしくは繰上償還
又は低利債に借換することがで
きる。

　借入時期は平成３１年度
とする。ただし、工事の進
捗状況等により起債の全部
又は一部を翌年度に繰り越
して借り入れることができ
る。

（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

起 債 の 目 的



－4－ 　(能美市工業用水道事業会計)

 （他会計からの補助金）
第９条 　辰口寺井地区工業用水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１２，０００千円

と定める。

 （重要な資産の取得）
第１０条　重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

(1) 　取得する資産
1 .

 　（ 種　類 ）　 　　　（ 名　称 ）　　　　　　　　（ 数　量 ）　
　　  構築物            　 井　戸　　　　　　　　　 　 １か所
　　  構築物            　 導水管　　　　　　　 　φ150～φ300　L=1,054ｍ

2 .
 　（ 種　類 ）　 　　　（ 名　称 ）　　　　　　　　（ 数　量 ）　
　　  構築物            　 導水管　　　　　　　 　φ450 　　　　L=270ｍ

(2) 　処分する資産
1 .

 　（ 種　類 ）　 　　　（ 名　称 ）　　　　　　　　（ 数　量 ）　
　　  構築物            　 導水管　　　　　　　 　φ200～φ350　L=369ｍ

2 .
 　（ 種　類 ）　 　　　（ 名　称 ）　　　　　　　　（ 数　量 ）　
　　  構築物            　 導水管　　　　　　　 　φ450 　　　　L=225ｍ

平成３１年２月２７日提出

能美市長　井　出　敏　朗

辰口寺井地区工業用水道事業施設改良事業

 　 機械及び装置　　　 　直流電源盤　　　　　　　　　　一　式

根上地区工業用水道事業施設改良事業

辰口寺井地区工業用水道事業施設改良事業

根上地区工業用水道事業施設改良事業



 （総　則）
平成３１年度能美市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

 （業務の予定量）
業務の予定量は、次のとおりとする。
接続戸数
年間総処理水量
一日平均処理水量
主要な建設改良事業
１. 施設の耐震対策事業
２. 管渠の建設及び舗装復旧事業
３. 流域下水道の建設に要する経費の負担

（収益的収入及び支出）
収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款
　　第１項
　　第２項
　　第３項

　第１款
　　第１項
　　第２項
　　第３項

平 成 ３１ 年 度 能 美 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 予 算

１,６２４,４００千円
１,３２０,９４０千円

３０２,９６０千円

収　　　　入

支　　　　出

１,６０８,３００千円

営 業 外 収 益
７６２,８００千円
８４５,４９０千円

１０千円特 別 利 益

議案第２６号

特 別 損 失

１６,０９３戸
５,２００,０００㎥

５００千円

下水道事業収益

下水道事業費用
営 業 費 用
営 業 外 費 用

１４,２００㎥

営 業 収 益

第１条

第２条

第３条

 (１)
 (２)
 (３)
 (４)

－ 1 － （能美市公共下水道事業会計）



（資本的収入及び支出）
資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

　 ３２５，５００千円は過年度分損益勘定留保資金３０８，２１６千円、消費税及び地方消費税資本的収支調
　 整額１７，２８４千円で補填するものとする。)。

　第１款
　　第１項
　　第２項
　　第３項
　　第４項
　　第５項

　第１款
　　第１項
　　第２項

（企業債）
起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

２３０,９００千円
１,３７１,０００千円

収　　　　入

支　　　　出
１,６０１,９００千円

４,０００千円

補 助 金
受益者負担金

流 域 下 水 道 事 業 債

公 共 下 水 道 事 業 債

資 本 費 平 準 化 債

下 水 道 事 業 債
（ 特 別 措 置 分 ）

資 本 的 支 出
建 設 改 良 費
企業債償還金

２４,０３５千円
６０,０００千円

８７,０００千円

６３０,０００千円

起債の方法起債の目的

資 本 的 収 入
企 業 債
他会計補助金

工 事 負 担 金

６５,５００千円

 普通貸借又は証書
借入

　借入時期は平成
31年度とする。た
だし、工事の進捗
状況等により起債
の全部又は一部を
翌年度に繰り越し
て借り入れること
ができる。

５３,４００千円

１,２７６,４００千円
８３５,９００千円
３５２,４６５千円

第４条

第５条

　政府資金等について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
には、その債権者と協
定するものとする。た
だし、市財政の都合に
より据置期間及び償還
期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債
に借り換えすることが
できる。

　年５.０％以内
（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる場合は、当該
見直し後の利率）

償還の方法限度額 利率

－ 2 － （能美市公共下水道事業会計）



（一時借入金）
一時借入金の限度額は、４００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

　第１款下水道事業費用のうち第１項営業費用、第２項営業外費用、第３項特別損失に係る予算額に過不足
を生じた場合における項間の流用。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその

　 経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

（重要な資産の取得）
重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種　類 名　称

取得する資産 構築物 排水管

平成３１年２月２７日提出

能美市長　井　出　敏　朗

 (１) φ２００　Ｌ＝１，５４４．０ｍ

数　量

第９条

第８条

 (１)

 (１) ３１,７７９千円

第６条

第７条

－ 3 － （能美市公共下水道事業会計）



 

 

議案第２７号 

 

平成３１年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 平成３１年度国民健康保険能美市立病院事業会計の予算は次に定めるところによる。 

  

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は次のとおりとする。 

(１)病     院      

 一般病床 ９５床（内訳：急性期一般病棟 ４７床、地域包括ケア病棟 ４８床） 

 療養病床 ２０床（内訳：介護療養型医療施設 １２床、医療療養 ８床） 

  入 院（年間） ３１，８６０人   入 院（１日平均患者数） ８７人 

  外 来（年間） ６０，３６０人   外 来（１日平均患者数） ２２５人 

(２)介護老人保健施設      

 入所定員（短期入所を含む） ７４人  通所リハビリテーション定員 ２５人 

  入所者（年間） ２５，５２０人   入所者（１日平均利用者数） ７０人 

  通所者（年間） ４，５４０人   通所者（１日平均利用者数） １９人 

 

 

 

 

 

- 1 - （能美市立病院事業会計）



 

 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

（収     入）  （支     出） 

第１款 病院事業収益 ２，１１６，６００千円  第１款 病院事業費用 ２，１１６，６００千円 

 第１項 医業収益 １，５４４，９５３千円   第１項 医業費用 ２，０９７，７９０千円 

 第２項 医業外収益 ５７１，６４５千円   第２項 医業外費用 １８，５０９千円 

 第３項 特別利益 ２千円   第３項 特別損失 ２０１千円 

    第４項 予備費 １００千円 

第２款 介護老人保健施設事業収益 ４１２，４００千円  第２款 介護老人保健施設事業費用 ４４１，０００千円 

 第１項 営業収益 ４０６，３９１千円   第１項 営業費用 ４３１，０１２千円 

 第２項 営業外収益 ６，００８千円   第２項 営業外費用 ９，９８７千円 

 第３項 特別利益 １千円   第３項 特別損失 １千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

（収     入）  （支     出） 

第１款 病院事業資本的収入 ２６７，８６４千円  第１款 病院事業資本的支出 ３７３，３７２千円 

第１項 企業債 １５５，２００千円  第１項 建設改良費 １５７，９９１千円 

 第２項 負担金 １０９，９６１千円  第２項 企業債償還金 ２１５，３８１千円 

 第３項 補助金 ２，７０２千円    

 第４項 寄附金 １千円  

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１０５，５０８千円は過年度分損益勘定留保資金で補てんする。 

- 2 - （能美市立病院事業会計）



 

 

 

（収     入）  （支     出） 

第２款 介護老人保健施設事業資本的収入 １３，９０１千円  第２款 介護老人保健施設事業資本的支出 ６３，１２８千円 

第１項 企業債 １３，９００千円  第１項 建設改良費 １５，５００千円 

第２項 寄附金 １千円  第２項 企業債償還金 ４７，６２８千円 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４９，２２７千円は当年度分損益勘定留保資金２６，７７２千円、繰越利益剰余金処分額 

２２，４５５千円で補てんする。 

  

（企業債）                                                     

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

(病院) 

施設整備事業 

医療機器整備事業 

 

(介護老人保健施設) 

施設整備事業 

 

１３３，７００千円 

２１，５００千円 

 

 

１３，９００千円 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

 

５．０％以内（ただし、

利率見直し方式で借りる

場合は、当該見直し後の

利率） 

 

政府資金については、その融資条件により、銀行その

他の場合は、その債権者と協定するものとする。ただ

し、その債権者と市財政の都合により据置期間及び償

還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換え

することができる。 

                 

（一時借入金）                                                 

第６条 一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。 
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（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。 

(１)病     院 第１項医業費用、第２項医業外費用、第３項特別損失 

(２)介護老人保健施設 第１項営業費用、第２項営業外費用、第３項特別損失 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）                             

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、またはそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場

合は、議会の議決を経なければならない。                               

(１)病     院 職員給与費 １，２０９，９１６千円  交際費 ３２０千円 

(２)介護老人保健施設 職員給与費 ２９７，０３５千円  交際費 １４０千円 

 

（他会計からの補助金）                                            

第９条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は次のとおりである。 

(１)病     院 ６１３，４５２千円  救急医療の確保に要する経費 ６３，３９０千円 

   医師等の研究研修に要する経費 ２，１６０千円 

   追加費用に要する経費 １１，７５２千円 

   児童手当に要する経費 ７，８９０千円 

   企業債償還利子に要する経費 ２，２９６千円 

   不採算地区病院の運営に要する経費 ５５，３００千円 

   高度医療に要する経費 １１０，７０３千円 

   企業債償還元金に要する経費 １０９，９６１千円 

   経営安定に要する経費 ２５０，０００千円 
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（たな卸資産購入費の購入限度額）                                       

第１０条 たな卸資産購入費の購入限度額は次のとおりと定める。 

(１)病     院 ２１８，６１６千円     

(２)介護老人保健施設 １５，１００千円     

 

（重要な資産の取得）                                          

第１１条 重要な資産の取得は次のとおりとする。 

種    類 名        称 数 量 備  考 

建物附帯設備 病棟空調設備 １式 市立病院 

    

 

       平成３１年２月２７日 提出        

                                                                

                               能美市長 井 出 敏 朗 
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